
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  会社設立に要した費用                    

Ｑ：今年新しく事業を始め、会社を設立し

ました。設立及び開業に伴い、さまざまな費

用が生じましたが、これらの費用は、税務上

どのように取り扱われますか？                               

                                              

Ａ：設立前に支出した費用は創立費、設立

後営業を開始するまでの間に開業準備のため

に特別に支出した費用は開業費となり、いず

れも繰延資産として随時償却が認められてい

ます。 

【解説】  

創立費とは、発起人に支払う報酬、設立登

記のために支出する登録免許税、定款等の作

成費用、その他法人の設立のために支出する

費用をいいます。また、開業費とは、法人の

設立後営業を開始するまでの間に開業準備の

ために特別に支出する費用をいい、広告宣伝

費、接待費、旅費、調査費等が含まれます。

支払利子、使用人給料、光熱費のような経常

費的な性格を有する費用は含まれません。 

 これらは、いずれも繰延資産に該当し、法

人税法上、随時償却が認められていますので、

例えば思わぬ利益があがった場合にはその全

額を償却費として計上し、また逆に欠損が生

じた場合には償却費の計上を見合せるといっ

た柔軟な対応をすることもできます。 

損金に算入するには、会社が償却費として

損金経理する必要があります。 
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